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Ⅰ　はじめに

　新型コロナの感染が始まって以来，飲食業
や旅行業を始めとして多くの企業が経済的に
困窮する状況に陥ってきた。この間，政府に
よる給付金等の対策が功を奏し，倒産件数こ
そ増えていない⑴ものの，今後の感染状況の終
息と社会活動の復活を見据えて苦境の中から
再建を目指す企業も多いものと考えられる。
　経済的に困窮している企業の再建にあたっ
ては，債務を圧縮することが不可欠であり，
債権者に対しては債権の放棄が往々にして求
められる。こうして企業が債権者から債務の

免除を受けた場合，通常は債務免除益は益金
（法人税法22条２項）に算入される⑵ものとし
て扱われるが，再建を助けるために債務免除
を行った結果として法人税の負担が生じるの
であれば，債権者が債務を免除する意味が薄
れてしまう。そこで，企業が再生を図るため
に民事再生手続や会社更生手続といった法的
手続の他，一定の私的整理手続に入っている
ときは，債務免除益の額に至るまで繰越欠損
金を損金に算入することが認められている（同
法59条１項１号，２項１号，３項１号）。
　一方で，債務の免除を行った債権者が国税
を滞納している場合には，当該債務の免除を
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Ⅳ　おわりに

⑴　株式会社東京商工リサーチの調査によると，
2021年（１-12月）の全国企業倒産（負債総額1,000
万円以上）は，件数が6,030件（前年比22.4％減），
負債総額は１兆1,507億300万円（同5.6％減）であ
る。件数は２年連続で，負債総額は４年連続で，
前年を下回っている。株式会社東京商工リサーチ

「2021年（令和３年）の全国企業倒産6,030件」東
京商工リサーチHP（https://www.tsr-net.co.jp/
news/status/yearly/2021_2nd.html［最終確認日：
2022年９月５日］）参照。
⑵　金子宏『租税法〔第24版〕』（弘文堂・2021年）
347頁。
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受けた債務者側に第二次納税義務が生じるこ
とがある（国税徴収法（以下，「徴収法」とい
う。）39条。）。そのため，再生を図る企業が債
務の免除を受けても第二次納税義務を課され
るのであれば，上述したように再生のために
債務を免除する意味が薄れるということがこ
こでも当てはまるといえよう。まして，この
場合は，再生企業が本来負っている納税義務
ではなく，しかも滞納しているわけでもない
租税の負担が課されることになるのである。
　そこで，本稿は，滞納者と一定の関係のあ
る企業が再生計画に基づいて債務の免除を受
けたところ第二次納税義務が課されるか否か
が問題となった近時の裁判例を取り上げて，
企業再生の場面における債務免除と再生企業
の第二次納税義務について検討する。

Ⅱ　裁判の流れ⑶

１　事案の概要

　Ｘ（原告・控訴人）は，酒類の製造および
販売等を目的とする株式会社である。Ａ及び
Ｂ（以下，「Ａら」という。）は平成28年10月
までＸの取締役であり，いずれもＸの銀行に
対する借入金債務の連帯保証人であった。
　Ｘは遅くとも平成25年ころまでには経営が
悪化していたところ，企業再生を図るために
新潟県中小企業再生支援協議会（以下，「本件
協議会」という。）に対して中小企業庁が定め
た「中小企業再生支援協議会事業実施基本要
領」に係る支援について相談し，本件協議会
の指導により，Ａらが所有する不動産等を売
却して各金融機関に借入金を弁済することと
なった。そこで，Ｘは，関東信越国税局長に
対し，平成26年４月30日付の書面により，以
下の２段階を経るスキームにより，Xの事業

再生を実現させたい旨を通知した。

　　第１段階－�Ａら所有の不動産等を適正価
格で第三者に譲渡するが，そ
れに際して，同不動産に係る
Ａら及びＸを債務者とする各
担保権の抹消及び滞納処分に
よる差押えの解除を受け，そ
の売却代金を担保権者に対す
る債務及び未納消費税に充当
する。

　　第２段階－�本件協議会の関与の下で，抜
本的な再生計画を作成し，金
融支援を受けて，事業再生を
目指す。

　関東信越国税局長は，平成26年６月24日付
でＡらに対し，Ａらが持分を有する各不動産
について参加差押えを解除したことを通知し
た。Ｘ及びＡらは，平成27年３月20日，それ
ぞれが所有権又は持分を所有する各不動産を
売り渡す旨の売買契約を第三者との間で締結
し，Ａらは自身の持分に相当する売買代金を
受領した。
　平成27年４月27日，Ａらはその所有する不
動産の売買代金を原資としてＸの借入金債務
を代位弁済する（以下，「本件各代位弁済」と
いう。）とともに，同日付で，本件各代位弁済
によりＡらがＸに対して取得した各求償債権
とＡらのＸに対する各借入金債務とを対等額
で相殺した後の残額について，それぞれ債務
を免除した（以下，「本件各債務免除」とい
う。）。なお，Ａの債務免除額は1460万3683円，

⑶　東京高判令和３年12月９日［未公刊・裁判所ウ
ェブサイト未掲載］LEX/DB文献番号25591274。
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Ｂの債務免除額は1512万5375円であった。
　Ｙ（被告＝国・被控訴人）は，平成29年９
月22日当時，納付の期限までに納付されてい
ない所得税および相続税の本税等について，
Aに対して合計1465万2550円，Ｂに対して
1502万7300円の租税債権を有していた。同日，
関東信越国税局長は，Ｘに対してＡおよびＢ
の滞納国税につきそれぞれの債務免除額を限
度として，第二次納税義務に係る納税告知書
による各告知処分をした（以下，「本件各告知
処分」という。）。
　Ｘは，本件各告知処分の取消しを求めて，
適法な手続を経て本件訴えを提起した。
　本件の争点は，以下の２点である。
　（ア）�本件各債務免除は徴収法39条の「債務

の免除」に当たるか。
　（イ）�本件各債務免除によりＸの受けた利益

が現に存するか。

２　原審⑷の判断

　原審は，以下の通り判示して，Ｘの請求を
棄却した。
争点（ア）について
　「徴収法39条の『債務の免除』は，民法519
条の債務免除又は契約による免除をいうと解
されるところ，本件各債務免除は，相殺後の
本件各求償債権に係る残債務を一方的に無償
で消滅させるものであり，同条の債務免除に
形式的には当たると認められる。」
　「徴収法の定める第二次納税義務は，……租
税徴収の確保を図るため，本来の納税義務者
と同一の納税上の責任を負わせても公平を失
しないような特別の関係にある第三者に対し
て補充的に課される義務であると解され……，
かかる第二次納税義務の趣旨に鑑みれば，無
償譲渡等の処分とは，①第三者に『異常な利

益』を与え，②実質的にみてそれが『必要か
つ合理的な理由』に基づくものとはいえない
と評価することができるものを意味すると解
される。」

上記①の「異常な利益」について
　「無償譲渡等の処分のうち『債務の免除』
は，相手方が負担する債務を一方的に無償で
消滅させる行為（民法519条）を含むから，実
質的な対価関係があるなどの事情がない限り，
『異常な利益』を与える行為であると評価すべ
きものである。」

上記②の「必要かつ合理的な理由」について
　「……第二次納税義務は，租税徴収の確保を
図るため，本来の納税義務者と同一の納税上
の責任を負わせても公平を失しないような特
別の関係にある第三者に対して補充的に課さ
れる義務であることからすれば，『必要かつ合
理的な理由』の有無についても，当該第三者
に対し，本来の納税義務者と同一の納税上の
責任を負わせても公平を失しないか否かとい
う観点から検討されるべきものであると解さ
れる。」

　以上の判示を踏まえて，上記①については，
本件各代位弁済及び本件各債務免除が各金融
機関からの金融支援を受けるための前提とし
てＡらが経営者責任を履行するという趣旨が
含まれていることは認めつつ，Ａらの履行し
た経営者責任はあくまでも経営者としての社
会的責任であり，ＸがＡらに対して法律上の
損害賠償請求権を取得したことを認めるに足

⑷　東京地判令和２年11月６日判タ1495号187頁
（2022年）。
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りる証拠もないことから，「本件各債務免除に
おいては，それが原告（Ｘ：筆者注。以下，
判決文の引用部分においては「原告」のまま
とする。）の選択した企業再生の手続にとって
事実上必要なものではあっても，実質的な対
価関係があるなどの事情があると認めること
はできない。」とした。
　また，上記②についても，「……本件各代位
弁済はＡらが持分を有する各不動産の換価代
金を原資に行われたものであり……，本件各
債務免除も実質的な対価関係を伴わないもの
であること……からすれば，原告にとって企
業再生による経営状況の改善が必要なことで
あったとしても，かかる企業再生は実質的に
はＡらの財産を無償で拠出してされた側面を
有するといわざるを得ない。このような事情
を踏まえれば，第二次納税義務との関係にお
いて，Ａらの財産（本件各求償債権）が原告
に実質的に帰属しているとみても，公平を失
するとまで評価することはできない。」として，
「本件各債務免除は，徴収法39条の『債務の免
除』に当たると認められる。」と判示した。

争点（イ）について
　原審は，まず，ＸがＡらに対する債務を免れ
た状態は本件各告知処分の当時も変わりがない
ことから，本件各債務免除によりＸの受けた利
益は上記の本件各債務免除に係る額であり，本
件各告知処分の当時もその利益は現に存するこ
とが認められる，と述べている。次いで，Ｘ
が，「法人が債権を放棄した場合における貸倒
損失の損金算入の要件……に係る判断基準を

前提として，本件各債務免除がされた経緯に鑑
みれば，経営者責任を負っているＡらが原告に
対する本件各債務免除をしないのは，社会通念
上受け入れられないものであり，本件各求償債
権の行使は事実上不可能であったというべきで
あるから，本件各債務免除により原告の受けた
利益は現に存しない」旨主張⑸したことを受け
て，次のように判示した。
　「滞納者による『債務の免除』（徴収法39条）
により債務者が利益を受けた場合において，
その利益の額は，当該債務者が支払能力を欠
き，その債権の全部又は一部の回収が不能で
あるなどの事情がない限り，債務免除の対象
となった債務の額であると解すべきであるか
ら，本件各債務免除の当時において，原告が
支払能力を欠き，本件各求償債権の全部又は
一部が回収不能であったと認められない限り，
原告は本件各債務免除によりその対象となっ
た債務の額に相当する利益を受けたというべ
きである。」
　そして，Ａらが本件各求償債権につき債務
免除をしないのは社会通念上受け入れられな
かった，とするＸの主張に対しては，「徴収法
39条の『処分により受けた利益が現に存する
限度』を判断するに当たって，法人税法22条
３項３号と同様の基準により判断すべきとす
る法律上の根拠は存在しない上……原告が本
件要領に基づく再生計画による企業再生を企
図していたこととの関係上，Ａらが本件各求
償債権の行使を事実上控えざるを得なかった
ということを意味するにとどまり，原告が支
払能力を欠き，本件各求償債権の全部又は一

⑸　Ｘは，この主張をするにあたり，最判平成16年
12月24日民集58巻９号2637頁（いわゆる興銀事件
上告審判決）を参照している。Ｘのこの主張は，
原審で退けられており，高裁の判断では取り上げ

られていなかった。したがって本稿ではこの点は
検討の対象とはしないが，債権の貸倒損失との関
係で興味深い主張と思われるため，今後の検討課
題としたい。
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部が回収不能であったことを意味するもので
はないというべきである。」
　「原告は，本件各債務免除及び本件再生計画
書に係る再生計画の成立の前から，相当額の
流動資産を保有し，売上高も大きな変動がな
く推移しており，当期純利益も計上していた
ことからすれば，本件各債務免除及び本件各
告知処分の当時において，原告が支払能力を
欠き，本件各求償債権の全部が回収不能であ
ったとは認めることができず，その一部が回
収不能であったことを認めるに足りる証拠も
ない。」
　「以上によれば，本件各債務免除により原告
の受けた利益が現に存する限度は，Ａの滞納
国税につき1460万3683円，Ｂの滞納国税につ
き1512万5375円であると認められる。」
　以上のことから，本件各告知処分は適法で
あるという結論を示した。
　原審判決を不服として，Ｘが控訴した。

３　判旨　

　原判決取消　請求認容
　「当裁判所は，本件各債務免除は徴収法39条
の『債務免除』に当たるが，本件各債務免除
の時における本件各求償債権の価額が０円を
超えるとは認められず，本件各債務免除によ
り控訴人の受けた利益は現に存しないと判断
する。その理由は，以下のとおりである。」

⑴　争点（ア）について
　原判決をそのまま引用して，債務の免除に
当たるとした原判決を是認している。

⑵　争点（イ）について
ⅰ 　債務の免除を受けた場合における受けた利益

の額の判断基準について

　「徴収法39条にいう無償譲渡等の処分によ
り，滞納者から受けた利益が債務の免除であ
る場合には，債務者の支払能力，弁済期等を
考慮し，その債権を換価する場合と同様に，
その債務が免除された時におけるその債権の
価額を算定し，その額が受けた利益に当たる
と解するのが相当である……。」
ⅱ 　本件各求償債権の価額は額面上の金額と同額

とのYの主張について

　本件各債務免除に至るまでのＸの状況を見
ると，Ｘは債務超過に陥って自力による事業
継続が困難な状態にあり，金融機関による支
援が不可欠の状況にあったこと，本件各債務
免除の後においても資金繰りの厳しい状態が
継続していたことからすれば，Ｘが「本件各
債務免除の時において，本件各求償債権の全
部又は一部の回収が不可能又は著しく困難で
あると認められるような状況にあったことは
明らかというべきである。」
　また，Ｙの，Ｘが本件各債務免除の時に本
件各求償債権の金額を上回る流動資産を有し
ていたという指摘及びDCF法により算定され
たXの事業価値が1800万円であり当該事業の
収益性や将来性が見込まれていた旨の主張に
対しては，以下の通り判示した。
　「財務調査による実態を反映させた修正後貸
借対照表（によると）……本件各債務免除の
時に，……（控訴人＝Ｘの：筆者注）総資産
額は約－7721万円の状態にあり……，控訴人
は，金融機関に対する債務を長期間遅滞し，
元本弁済の猶予を受けていたのであるから，
本件各求償債権の全部または一部の回収が不
可能又は著しく困難であると認められるよう
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な状態にあったというほかない。
　……DCF法により算定された控訴人の事業
価値は……，本件各債務免除の後に金融機関
から債務の一部免除を受けることにより事業
継続が可能となることを前提に，将来的に期
待される収益に基づいて控訴人が返済可能な
金額を算定したものであるから，本件各債務
免除時における控訴人の支払能力を示すもの
ではない。」
　「したがって，本件各求償債権の額面上の金
額が，本件各債務免除により控訴人の受けた
利益の額であるとする被控訴人の主張は，採
用することができない。」
ⅲ　本件各求償債権の価額について

　「私的整理の実務においては，債務者企業が
債権放棄等の金融支援の要請を含む再生計画
案を金融債権者に提案する場合，経営困難な
状況に陥ったことに責任のある経営者による
求償権等の放棄等がなされなければ，当該再
生計画案につき金融債権者から同意を得るこ
とはできず，再生計画は成立しないこと，こ
の場合，金融債権者に於いて個別に権利行使
がなされることとなり，債務者企業は，早晩
支払不能に陥るため，法的整理に移行せざる
を得なかったと見込まれる……。そうであれ
ば，控訴人についても，本件各債務免除がさ
れなければ，本件再生計画書に係る再生計画
は成立せず，早晩法的整理に移行せざるを得
なかったといえるから，本件各債務免除の時
の本件各求償債権の価額については，控訴人
が破産した場合に予想される回収額（清算価
値）によって評価することが相当である。」
　以上の判示の下に，Ｘの各資産について検
討し，「以上によれば，本件各債務免除の時に
おける本件各求償債権の価額が０円を超える
とは認められず，本件各債務免除により控訴

人の受けた利益は現に存しないというほかな
いから，その余の点について判断するまでも
なく本件各債務免除は徴収法39条の要件を満
たすものではなく，本件各告知処分は違法」
であると判示した。

Ⅲ　検討

　本判決の検討にあたり，最初に第二次納税
義務の制度について整理し，次いで本判決に
ついて検討した後，最後に再生を図る企業に
係る第二次納税義務について若干の考察を加
えることとする。

１　第二次納税義務の制度の趣旨と目的

⑴　第二次納税義務の制度
　第二次納税義務は，納税義務者が租税を滞
納した場合において，その財産について滞納
処分を執行してもなおその徴収すべき額が不
足すると認められる場合に，納税義務者と一
定の関係を有する者が，納税義務者に代わっ
て租税を納付する義務であり，この義務を負
担するものを第二次納税義務者という（徴収
法32条以下）。この制度は，「形式的には第三
者に財産が帰属している場合であっても，実
質的には納税者にその財産が帰属していると
認めても公平を失しないようなときにおいて，
形式的な権利の帰属を否認して，私法秩序を
乱すことを避けつつ，その形式的に権利が帰
属している者に対して補充的に納税義務を負
担させることにより，徴収手続の合理化を図
るために認められている制度」⑹とされている。
　このように，第二次納税義務制度の趣旨に
は租税徴収の確保や徴収手続の合理化と私法
秩序の尊重という点が含まれている。これら
の点については，「租税の公共性という見地か
らはややもすると前者にのみ重点を置かれ，
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その結果必然的に後者が軽視されがちになる
傾向にある」⑺ことから，「常にこの両者間の
調整を行なって均衡を保つことが必要であ
る」⑻という指摘もみられる。
　第二次納税義務を負うとされる者としては，
合名会社等の社員（無限責任を負う者，33
条），法人が解散した場合の清算人及び残余財
産の分配又は引渡しを受けた者（34条１項），
同族会社（35条），実質所得者課税が行われた
場合の収益が法律上帰属するとみられる者
（36条），共同的事業者（同法37条），事業譲受
人（38条），無償譲受人等（39条），人格のな
い社団等の財産の名義人等（41条）等が規定
されている。この中で，本判決で問題とされ
たのは39条に規定されている第二次納税義務
である。

⑵　徴収法39条所定の第二次納税義務
　徴収法39条は，滞納者の租税について滞納
処分を執行してもなお徴収すべき額に不足す
ると認められる場合に，その不足すると認め
られることが，当該租税の法定納期限の１年
前の日以後に滞納者が行った無償又は著しく
低い額の対価による譲渡，債務の免除その他
第三者に利益を与える処分に基因すると認め
られるときは，これらの処分により権利を取
得し，又は義務を免れた者は，これらの処分

により受けた利益が現に存する限度において，
その滞納に係る国税に対して義務を負うと規
定している。同条は，明治30年に制定された
旧国税徴収法（以下，「旧法」という。） ４条
ノ７に対応する規定であるが，昭和34年に現
行の国税徴収法として全面改正された際に，
合理化と拡充が図られた⑼。改正されたのは以
下の点である。

・対象となる行為の範囲の拡大
　旧法４条ノ７は贈与又は著しく低額な譲渡
だけを同条の適用の対象としていたが，改正
により，対象となる行為が譲渡の他，債務の
免除その他第三者に利益を与える処分にまで
拡大された。

・対象となる行為の期間の短縮
　旧法４条ノ７は，滞納に係る国税のうち納
期のもっとも古いものの納期限の２箇年前ま
での贈与又は譲渡が同条の適用から除かれて
いたが，改正により，「法定納期限の１年前の
日以後に」行われた譲渡等に限られるように
なった。

・�第二次納税義務者の範囲の拡大と義務を負
う範囲の整備
　旧法４条ノ７においては，第二次納税義務

⑹　吉国二郎ほか『令和３年改訂　国税徴収法精解』
（大蔵財務協会・2021年）318頁。この点について
は，租税徴収制度調査会『昭和33年12月　租税徴
収制度調査会答申―附参考資料―』公益社団法人
日本租税研究協会HP（ https://www.soken.or.jp/
sozei/wp-content/uploads/2019/08/s_s3312_
sozeityousyusedo.pdf［最終確認日：2022年９月５
日］）（以下，「昭和33年答申」という。）12頁以下
も参照。第二次納税義務制度の沿革について，吉
良実「わが国の第二次納税義務制度」日本税法学

会編『杉村章三郎先生古稀祝賀税法学論文集』（三
晃社・1970年）72頁以下参照。
⑺　吉良・前掲注⑹74頁。
⑻　同上。
⑼　旧国税徴収法４条ノ７との比較について，吉国
ほか・前掲注⑹379頁以下参照。また，新旧条文の
比較に加えて改正の経緯と理由について詳細に述
べたものとして，今村隆「国税徴収法39条の第二
次納税義務の適用範囲と要件事実」日本大学法科
大学院法務研究12号１頁（2015年）２頁以下参照。
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を負う者は財産を贈与又は著しい低額で譲渡
された親族その他特殊な関係にある個人や同
族会社に限られており，これらの者が現に有
する当該財産の価額を限度として義務を負う
とされていた。一方，現行法は，第二次納税
義務者の範囲について利益を受けた者に拡大
し，その利益が現に存する限りにおいて第二
次納税義務を負うことと改正された。

・主観的要件の除外
　旧法４条ノ７は差押えを免れるためという
主観的要件を設けていたが，改正によりこの
要件は除外された。

　以上のように改正された徴収法39条の趣旨
は，次のように説明される⑽。すなわち，納税
者が国税の差押えを免れるためにその資産を
譲渡した場合において，その譲渡が虚偽表示
に基づいてなされたときはその行為は無効（民
法94条）であるから，その財産は依然納税者
に帰属することとされる。また，その譲渡が
国税通則法42条の詐害行為に該当するときは，
その行為を訴訟によって取り消し，当該財産
を納税者に復帰させ得る。こうして，いずれ
の場合においても，当該財産を納税者に帰属
させたうえでそれぞれ滞納処分を行うことに
なる。しかし，租税に対する詐害行為のすべ
てについて訴訟を提起した上で処理するので

は，租税の簡易，迅速な確保を期待しえない。
そのため，納税者が無償又は著しい低額で財
産を処分し，その結果として納税が満足にで
きないような資産状態になった場合には，そ
の処分による受益者に対して直接第二次納税
義務を負わせ，実質的に「詐害行為の取消を
訴訟によらず行政処分によりこれと同じ効果
をあげるようにするもの」⑾である。
　以上にみてきたように，本条で規定されて
いる行為は詐害行為に該当することが多いが，
詐害行為取消権は訴訟において行使しなけれ
ばならないことから，受益者に対して直接第
二次納税義務を負わせることは，租税の徴収
確保の観点からは「手続の簡略化に役立つ」⑿

とされている。もっとも，第二次納税義務と
詐害行為取消権の制度は，同じ効果をあげる
ものとしても法律構成の異なる別個の制度で
ある⒀。したがって，詐害の意思は第二次納税
義務の成立要件ではないと解されており⒁，こ
の点について言及したものとして最高裁平成
21年12月10日第一小法廷判決⒂（以下，「最高
裁平成21年判決」という。） が挙げられる。

２　本判決の検討

⑴　本判決の判断に対する検討⒃

　本判決の結論には賛成であるが，理由付け
については疑問を感じている。以下，争点毎
に検討を進める。

⑽　以下に述べる趣旨について，吉国ほか・前掲注
⑹379頁参照。

⑾　昭和33年答申・前掲注⑹15頁。
⑿　金子・前掲注⑵166頁。
⒀　同上。
⒁　詐害の意思を不要とする見解として，金子・前
掲注⑵166頁，占部裕典「国税徴収法39条の『そ
の他第三者に利益を与える処分』の意義と租税回
避行為」同『租税法における文理解釈と限界』（慈

学社・2013年）911頁［初出，2012年］，大阪地判
平成19年12月13日判タ1269号169頁の評釈である
佐藤英明「判批」ジュリスト1385号138頁（2009
年），最高裁平成21年判決の評釈である高橋祐介
「判批」民商法雑誌142巻６号583頁（2010年）参
照。もっとも高橋教授は，最高裁平成21年判決が
詐害の意思を問題としていないといえるのかにつ
いて疑問を呈されている。同590頁。
⒂　民集63巻10号2516頁。
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ⅰ　争点（ア）について

　争点（ア）について，本判決が引用する原
審判決では，第二次納税義務の趣旨に鑑みて，
「無償譲渡等の処分とは，①第三者に「異常な
利益」を与え，②実質的に見てそれが「必要
かつ合理的な理由に基づくとはいえないと評
価することができるものを意味する」と判示
している。ここで示された２つの判断基準は，
東京地裁昭和45年11月30日判決⒄（以下，「東
京地裁昭和45年判決」という。）⒅で示されて
おり，以降，裁判所はこれらの観点から判断
するという傾向にある。
　この基準については，そもそも条文にはな
い基準を基に判断することが果たして妥当な
のかという点も検討の余地はあろう⒆。そこ
で，まずこの「必要かつ合理的な理由」とい
う基準を基に判断することの是非について考
えてみると，上記東京地裁昭和45年判決は，
「必要かつ合理的な理由」がある場合には徴収
法39条が適用されないということを判示して
いる。この「合理的な理由」が存するか否か

については，結局のところ同条の趣旨・目的
から個別に判断するしかないものと考えら
れ⒇，「……『合理的な理由』が『詐害の意思』
に代わって同法39条の適用範囲を画する機能
を有しているといえよう。」�との指摘もある。
この制度の趣旨という観点から見ると，第二
次納税義務制度が第三者に納税の義務を負わ
せても公平を失しないという場合に適用され
る制度であるという趣旨からは，公平を失し
ないという制限を設けるための基準は必要で
あろうと思われる。この基準として，法改正
時に削除された主観的要件ではなく，必要か
つ合理的な理由に基づくという基準を設ける
ことは首肯し得るのではないかと考える。
　次に，本件各債務免除が，必要かつ合理的
な理由に基づくものかどうかについて検討す
る。本判決において裁判所は，本件各債務免
除はＸに対して「異常な利益」を与えるもの
ではないというＸの主張を退けた上で，本件
各代位弁済が「実質的にＡらの財産を無償で
拠出してされた側面を有するといわざるを得

⒃　本件控訴審の評釈として，林仲宣＝谷口智紀「判
批」税務弘報70巻４号108頁（2022年）参照。ま
た，原審の評釈として，藤間大順「私的整理手続
における債務免除と第二次納税義務」神奈川法学
54巻１号47頁（2021年），宰田高志「判批」ジュリ
スト1566号10頁（2022年），堀招子「判批」税経通
信77巻３号168頁（2022年），中尾隼大＝奥谷健「判
批」月刊税務事例53巻７号93頁（2021年）がある。
⒄　行集21巻11=12号1392頁。
⒅　この判決は，「国税徴収法三九条の規定する無償
譲受人等の第二次納税義務は，滞納者が純粋な経
済的動機からは考えられないような処分行為をし
たことによつて国税の徴収を免かれる結果を招来
した場合に，当該処分行為により異常な利益を受
けている第三者に対して，一定の限度で，滞納者
の滞納に係る国税につき納付義務を負担させる制
度であるから，同条所定の処分行為は，必らずし
も贈与，売買，債務免除，財産分与等特定の行為

類型に属することを必要とせず，これら各種の約
因を帯有する行為であつても，それによつて第三
者に異常な利益を与えるものであれば足りる，と
同時に，無償又は著しく低い対価による譲渡等で
あつても，実質的にみてそれが必要かつ合理的な
理由に基づくものであると認められるときは，右
の処分行為に該当しないと解するのが相当であ
る。」と判示している。その上で，この事件におい
ては，認定された事実の下では滞納者の行った金
員の贈与が必要かつ合理的な理由に基づくもので
あると判示している。
⒆　原審の争点（ア）の判断について，条文にはな
い２つの判断要素を制度趣旨から導き出して判断
するという解釈姿勢に対して疑問を示すものとし
て，藤間・前掲注⒃59頁以下参照。
⒇　占部・前掲注⒁917頁。
�　同上。
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ない」と示し，このような事情においてはＡ
らの財産が実質的にＸに帰属するとみること
について公平を失するとまでは言えないとい
う結論を導いている。この点については，滞
納者であるＡらの側から見れば，たしかに「実
質的にはＡらの財産を無償で拠出してされた
側面を有する」といえ，Ａらに対する課税と
いう観点からは利益を受けた第三者に第二次
納税義務を負わせることが公平を失すること
にはならない，という結論は，一般論として
は成り立ちうるであろう。しかし，本件で問
題となるのは，再生を図ろうとするＸが，一
定の手続の下での再生計画に基づいて行われ
た債務の免除によって，自らの租税債務では
ない債務について第二次納税義務が課せられ
るという点である。第二次納税義務が附従的，
補充的な義務であり，第二次納税義務者に納
税の義務を負わせても公平を失しない場合に
認められるということを鑑みると，第二次納
税義務者に他人の滞納分を負担させるか否か
の判断に際し，本件のような企業の再生計画
の遂行という事情の下での債務の免除の場合
には，同条を限定的に適用する余地があって
もよいのではないかと考える�。なぜなら，徴
収法39条を限定的に適用する基準として「必
要かつ合理的な理由」が求められると解する
のであれば，特に法的手続や一定の私的手続
に基づいた企業の再生計画における債務免除
については，当該債務免除が行われなければ
再生計画そのものが頓挫することが十分に考

えられるからである。
　したがって，本件各債務免除については，詐
害行為に準ずるような事情がない限り「必要か
つ合理的な理由」があると解する余地はあった
のではないかという疑問が残るのである。
ⅱ　争点（イ）について

　本件において原審と本判決で結論が分かれ
たのは，争点（イ）についての判断が分かれ
たからであった。原審は，Ｘは債務免除額の
限度で第二次納税義務を負うと判示したが，
この判断に対しては批判的な見解が見られた�。
　これに対して本判決は，まず債務の免除を
受けた場合における受けた利益の額について，
債務者の支払能力や弁済期等を考慮して，そ
の債権を換価する場合と同様に，債務の免除
の時におけるその債権の価額を算定したその
額が受けた利益に当たると解するのが相当で
あると判示した。次いで，本件各債務免除の
時における本件各求償債権の価額について，
本件各債務免除がなければ法的整理に移行せ
ざるを得ない状況であったことを鑑みて，本
件各債務免除の時における本件各求償債権の
価額はＸが破産した場合に予想される清算価
値によって評価することが相当であると判断
した。その上で，本件各求償債権の価額が０
円を超えるとは認められず，Ｘの受けた利益
は現存しないこととなることから，本件各債
務免除は徴収法39条の要件を満たさないとし
た点は，結論としては妥当である�と言えよう。
　一方で，仮に，再生を図ろうとする企業に

�　第二次納税義務の適用範囲を限定的に解すべき
であるとする見解として，増田英敏「第二次納税
義務制度の趣旨と租税正義（上）（下）　続・実践租
税正義学（第129回・第130回）」税務弘報69巻10号
136頁（2021年），12号82頁（2021年）参照。

�　債務免除額の範囲で第二次納税義務の成立を認

めると，租税債権の回収可能性が高くなり，企業
の再建が阻害される可能性があるとする見解とし
て，宰田・前掲注⒃11頁。争点（イ）の判断基準
が明確でなく，債務免除益課税に関する先行議論
とも整合的ではないと指摘する見解として，藤間・
前掲注⒃61頁以下参照。
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ついて，例えば事業譲渡が可能であるという
ような事情があったときには，その財産評価
は必ずしも０にはならないであろうことから，
本件とは異なる結論が出る可能性もある。本
判決においては，本件各求償債権の額面金額
がＸの受けた利益であるというＹの主張は退
けられており，本判決の判断基準に基づく場
合には，上述のケースでも第二次納税義務の
範囲は限定的にとらえられると思われる。
　しかし，限定的であっても現に利益が存す
る限り39条の第二次納税義務が生じるとする
ならば，その範囲で詐害行為の取消しと同じ
効果がもたらされ，債務の免除を受けたこと
によって新たに租税の負担を負うことになる。
そのような結果は，後述するように企業の再
生という場面において妥当な判断とはいえな
いように思われる。したがって，企業の再生
に伴う債務免除については，詐害の形態に当
てはまらない限り「必要かつ合理的な理由」
があるという点，すなわち争点（ア）の判断
によって同条の適用から外れるという判断が
なされる方がより妥当ではないかと考える。

⑵　本判決の意義
　本判決は，Ｘの財務状況を詳細に検討した
上で，原審判断を取り消し，Ｘに第二次納税
義務がないと判示している。この財務状況の
検討に当たり，債務の免除を受けた場合の受
けた利益の額の判断基準について一定の基準
を示したという点に，本判決の意義があると

考える。
　一方で，上記の判断基準は，債務の免除を
受けた場合における受けた利益の額について
示されたものであり，この基準に当てはめて
現に存する利益があるか否かを判断すること
になる。この点から，本判決の射程としては，
徴収法39条が問題となるケース一般に当ては
まるとはいえず，債務の免除の場合に限定さ
れると考えられる。

３�　企業再生の場面における再生企業の第二
次納税義務

　本判決を踏まえて，企業再生と第二次納税
義務について若干の考察を進めていく。

⑴�　徴収法39条にいう「債務の免除」の適用
範囲
　前述の通り，企業再生の局面においては，
再生計画遂行のためには債権者による債権の
放棄が必須になるところ，再生企業が債務の
免除を受けることによって第二次納税義務を
負担することになっては，再生の目的が果た
せなくなる恐れがある。そこで，このような
再生の場面における債務免除については，徴
収法39条にかかわらず徴収の対象から外すと
いうことが考えられる。このことは，法人税
法59条や所得税法44条の２が一定の要件のも
とで債務免除益について課税をしない制度を
設けていることとも併せて考えられるように
思われる�。特に法人税法59条については，そ

�　納税者の財務状況を踏まえた裁判所の判断を妥
当とするものとして，林＝谷口・前掲注⒃109頁
参照。
�　実体法の非課税規定と徴収法上の問題について
示唆しているものとして，東京高判平成23年２月
23日訟月58巻１号193頁の評釈である増井良啓「判

批」ジュリスト1455号135頁（2013年）。増井教授
は，「徴収法上の課題を実体法上の非課税という手
法で引き受けている」とした上で，実体法と徴収
法上の対策との役割分担を立法論としても検討す
べきであると述べている。同上。
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の立法の趣旨もまた，企業の再生を税制面か
ら支えるというところにあるからである。
　上記の考えに対しては，徴収法39条の条文
にある「債務の免除」の中に同条が適用され
る債務免除とされない債務免除を混在させる
ことへの批判が考えられるが，この点に関し
ては，同条の適用に際して詐害の意思は成立
要件にならないと判示した最高裁平成21年判
決が参考になるように思われる。この判決は，
遺産分割協議について「第三者に利益を与え
る処分に当たり得る」と判示しており，「当た
る」としていない�。そこで，具体的にどのよ
うな内容の遺産分割協議が第三者に利益を与
える処分になるのかという点が問題となるが，
これは第二次納税義務の範囲の問題であり，
必要かつ合理的な理由に基づくものであれば
徴収法39条の対象にならないという下級審判
例の判断とも関連する，という見解がある�。
この点を踏まえると，債務の免除についても，
「必要かつ合理的な理由に基づく」という基準
を用いて同条の対象に「当たらない」ものが
あり得る，という判断があってもいいのでは
ないかと考えられる。
　そこで，次にどのような場合に「必要かつ
合理的な理由に基づく」債務の免除と考えら
れるかを検討していく。

⑵　再生企業に課され得る第二次納税義務
　本判決については，再生企業の第二次納税
義務の範囲を限定的に解すべきではないかと
いう考えに立って考察し，争点（ア）につい
ての裁判所の判断に対して疑問を呈するとい

う結論を示した。一方で，仮に，滞納者が再
生企業とほぼ同視し得るような状態であれば，
争点（ア）の①第三者に「異常な利益」を与
えるか否か，②実質的にみてそれが「必要か
つ合理的な理由」に基づくものとはいえない
と評価することができるか否かについて，考
察とは異なる結論が導かれる可能性も考えら
れる。すなわち，たとえば経営者と会社がほ
ぼ一体と考えられるようなケースにおいて，
経営者が自らの租税債務を免れるために会社
に対して有する債権を利用するというような
状況であれば，少なくとも必要かつ合理的な
理由があるとは評価しえないであろう。その
結果，徴収法39条所定の第二次納税義務が生
じることとなるが，このような租税負担を免
れる目的で行われる債務の免除については，
再生企業に第二次納税義務を負担させても，
公平を失するとはいえないものと考えられる。
　しかし，上記のようなケース以外では，企
業が再生を図るためには過重な債務を圧縮す
る必要があることを考えると，債務免除を受
けたが故に本来は自己の義務ではない納税の
義務がさらに課せられるということは，企業
の再生を阻害しかねないこととして避けるべ
きではないかと思われる。もっとも，異常な
利益をもたらすような債務の免除と必要かつ
合理的な理由に基づく債務の免除の区別を条
文の趣旨目的や解釈から導き出そうとするこ
とは，極めて困難な判断が必要となるという
ことも十分考えられる�。
　そこで，租税の簡易迅速な確保と企業の再
生を阻害しないという２つの要請の調整を図

�　遺産分割協議の第三者に利益を与える処分の該
当性について論じたものとして，この事件の評釈
である佐藤英明「判批」別冊ジュリスト253号57頁

（租税判例百選［第７版］）（2021年），今村・前掲
注⑼17頁以下，占部・前掲注⒁903頁以下参照。
�　佐藤・前掲注�57頁。
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る方法として，法人税法が債務免除益に課税
しないとする企業再生税制を構築しているよ
うに，徴収法39条についても，企業再生の局
面において債務免除に係る徴収を一定の要件
の下で制限するという規定を明文で設けても
いいのではないかと思われる。

Ⅳ　おわりに

　本件は，Xが債務免除によって受けた利益
について，Ｘの財務状況をどう判断するかに
よって結論が原審と控訴審で分かれたが，そ
の判断基準について，控訴審における裁判所
の判断の方が明確に示されていたと評価でき
よう。しかし，債務の免除によって受けた利
益が現に存するか否かというところで判断す
るというより，そもそも本件各債務免除が徴
収法39条所定の債務免除に該当するか否かと
いうところで，本件各債務免除は同条所定の
債務の免除には該当しないために本件各告知
処分が違法であるという結論を導き出しても
よかったのではないかという立場から，本判
決について検討を進めてきた。
　今後も，企業が再生を図るために金融支援
を得る前提として経営者から債務免除を受け
ることは充分起こり得ることである。もとよ
り，企業が再生計画を立てる際には慎重な財
務調査やタックスプランニングを含めた入念

な検討が行われているものと思われるが，本
判決を前提とすると，債務の免除を受けた結
果として思わぬ租税の負担が生じることがな
いようにするためには，経営者の財務状況，
特に租税の滞納の有無についても配慮する必
要があろう。
　もっとも，本件事案のＸは，関東信越国税
局長に対してＡらの不動産の持分に対する参
加差押えの解除を求める通知をしていること
から，Ａらの滞納について知っていたのでは
ないかとも思われる。それでも第二次納税義
務が生じると思わなかったというところに，
本件各債務免除が徴収法39条所定の債務の免
除に該当するか，Ｘは債務免除によって現に
存する利益を有しているかという点について
の解釈の難しさがあったものと考えられる。
　第二次納税義務制度が，租税徴収の確保と
徴収手続の合理化を図るとともに私法秩序と
の調整を図ることを目的としている以上，企
業再生という場面においては企業の再生を阻
害せず，かつ，明確な解釈が可能になるよう
にするための解決が望まれるであろう。

�　第二次納税義務制度が租税の簡易迅速な確保の
ための制度であるとすれば，合理的な理由につい
ては比較的明確な事由についてごく限定的にとら
えられるべきであるとする見解がある。高橋・前
掲注⒁588頁参照。


